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第76期司法修習における問研起案について（通知）

第76期司法修習においては、民事裁判及び刑事裁判の各分野別実務修習中にお

ける貴庁主催の即日起案方式の合同修習（以下「問研起案」 という。）を実施する

際に、裁判科目担当の当研修所教官がその問題を作成し、各起案後、同教官がオン

ライン方式で起案講評等を行うこととしました。

ついては、別紙の問研起案の実施要領を司法修習生指導担当裁判官に周知してく

ださい。



(別紙）

問研起案の実施要領

1 概要

問研起案は、各配属庁が、民事裁判、刑事裁判の各分野別実務修習に

おいて、各クールの初期に1回ずつ、当該裁判修習中の司法修習生に対

して実施する即日起案方式の合同修習であり、司法研修所は、その問題

作成及び起案講評等に協力するものである。

2 問題の作成等

民裁問研起案及び刑裁問研起案に使用する各修習記録並びに各起案

の起案要領は、司法研修所において作成し、各配属庁に提供する。

3 起案の実施

（1） 民裁問研起案の対象者

各クールで民事裁判の分野別実務修習を行っている司法修習生

（2） 刑裁問研起案の対象者

各クールで刑事裁判の分野別実務修習を行っている司法修習生
（3） 場所

各配属庁において、適宜の場所を指定する。

（4） その他

各配属庁は、不正防止のため、適宜の方法により監督する。

各配属庁は、司法修習生から提出された起案を司法研修所に速やか

に送付する。

4起案の評価等

司法研修所教官は、起案の評価をし、その評価の結果を修習指導官に

適宜の方法で連絡する。修習指導官は、その評価結果を当該分野別実務

修習の成績評価のための一資料とする。

5 起案の講評

司法修習生に対する起案の講評は、原則として、各クラスを担当する

司法研修所教官がオンライン方式で行う。対象となる司法修習生は、各

配属庁に登庁せず、 自宅等において講評を受講することとするが、通信

環境等の問題により、自宅等で起案の講評を受講できない司法修習生が

いる場合には､各配属庁に登庁させ､各配属庁のパソコン(回線を含む｡）

を利用して実施する場合がある。

講評の日時等の詳細は、司法研修所教官と修習指導官との間で調整す

る。


